
 

1 

 

制定 平成２２年１０月１日 

改定 平成２５年 ２月７日 

ＪＡＨＩＳ規則２号 
 

 

入会金、会費、負担金に関する規則 

 
 

（目的） 

第１条 この規則は定款第９条に基づき、会員が納付する入会金、会費、負担金に関する

事項について定める。 

 

（入会金） 

第２条 理事会で入会を承認された者は、表１に示す入会金を納付することにより会員と

しての権利を行使する資格を得る。 

 

（会費） 

第３条 会員は会費基準(表１)に示す年会費を、当該年度開始の日から２ヶ月以内に納付

しなければならない。 

２ ただし、予め総務部担当事務局部長(以下「総務部長」と称する)に届け出をし、

年会費の半額を当該年度開始の日から２ヶ月以内に、残額を当該年度開始の日 

から８ヶ月以内に納付することができる。 

３ 当該年度開始の日から６ヶ月以上経過して入会する会員の当該年度の会費は 

年会費の半額とする。 
 

             表１  会費基準  

  

 

 

 № 

 

会員種別 

 

年会費 

  

入会金 

 １ Ａ 会 員 ５００万円  

 

 

 １０万円 

 

 

 ２ Ｂ 会 員 ２５０万円 

 ３ Ｃ 会 員 １００万円 

 ４ Ｄ 会 員 ５０万円 

 ５ Ｅ 会 員 ４０万円 

 ６ Ｆ 会 員 ３０万円 

 

  

（負担金） 

第４条 本会の活動のために必要な費用を社員総会の決議を経て参加会員に負担金とし

て賦課することができる。 

 

 

附則（平成２２年１０月１日） 

１ この規則は平成２２年１０月１日から施行する。 
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附則（平成２５年２月７日） 

１ この規則は平成２５年４月１日から施行する。 
 


